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『CIIC 経審アンサー』Ｑ＆Ａ 

 

【CIIC 経審アンサーとは】 

Ｑ１－１：『CIIC 経審アンサー』では何ができますか？ 
 
経営事項審査の各評点である 
・総合評定値（P） 
・完成工事高評点（X1） 
・自己資本額及び利益額評点（X2） 
・経営状況評点（Y） 
・技術職員数及び元請完成工事高評点（Z） 
・その他社会性等評点（W） 

の値を算出することができます。 
 

Ｑ１－２：『CIIC 経審アンサー』のメリットは何ですか？ 
 
・ダウンロードするだけで無料で利用できます。 
・会員登録等の手続きは一切不要です。 
・必要最低限の項目（数値）を入力することで、経営事項審査の各評点（P、X1、X2、Y、Z、

W）が算出できます。 
・分析結果通知書の評点 Y を使用し、その他の評点を算出することもできます。 
（面倒な財務諸表データの入力を省略することができます。） 

・完成工事高の計算基準（2 年平均、3 年平均）と、自己資本額の審査対象（基準決算、2 期
平均）の計 4 通りの計算結果を 1 画面で比較することができます。 

・平成 23 年 4 月の経営事項審査制度の改正に対応しています。 
 

【CIIC 経審アンサーのご利用について】 

Ｑ２－１：利用料はかかりますか？ 

また、利用についての制限はありますか？ 
 
ＣＩＩＣホームページからダウンロードすることにより、どなたでも無償にてご利用いただ
けます。（会員登録等の必要はありません。） 
また、利用についての制限はありません。 
（ダウンロードはシステムメンテナンス時を除く 24 時間、365 日ご利用いただけます。） 
ただし、お問い合わせは平日 9:00 から 17:00 までの間にお願いいたします。 
※お問い合わせは、03-5565-6236 までお願いいたします。 

 

Ｑ２－２：『CIIC 経審アンサー』はどうしたら手に入りますか？ 
 
ＣＩＩＣホームページ『経審アンサーのご案内』からダウンロードしてください。 

（http://www.ciic.or.jp/kyoka/answer.html） 
 

 



『CIIC 経審アンサー』Ｑ＆Ａ 

 

 - 2 -

 

Ｑ２－３：利用するために必要なパソコンの動作環境は？ 
  
Microsoft Windows バージョン ： Microsoft Windows XP/ Windows Vista/  

  Windows 7(32 ビット版) 
Microsoft Office Excel バージョン ： Microsoft Office Excel 2003/ Excel 2007/  

   Excel 2010(32 ビット版) 
ディスプレイ ： 1024×768 ピクセル表示が可能であること 
プリンタ ： A4 サイズの印刷が可能であること 

  

Ｑ２－４：利用するためにパソコンに何かソフトをインストールする必要はありますか？ 

また、パソコンに何か設定をする必要はありますか？ 
 
Microsoft Office Excel（2003/2007/2010(32 ビット版)のいずれか）がインストールされてい
る必要があります。 
また、Excel のマクロ機能を使用していますので、セキュリティレベルの設定が必要となりま
す。 
詳しくは、ＣＩＩＣホームページ『経審アンサーのご案内』の〈CIIC 経審アンサーをご使用
いただく際の Excel における設定確認について〉をご参照ください。 
（http://www.ciic.or.jp/kyoka/answer.html） 

 

Ｑ２－５：Macintosh（マッキントッシュ）での利用は可能ですか？ 
 
Ｑ２－３の動作環境以外での動作は保証しかねます。 
操作等のお問い合わせにもお答えしかねる場合がありますのでご了承ください。 

 

Ｑ２－６：『CIIC 経審アンサー』の保存先はどこにすればよいですか？ 
 
保存場所の指定はありませんが、保存場所をよくご確認の上でダウンロードしてください。 

 

Ｑ２－７：評点の算出はどのように行えばよいのですか？ 
 
ＣＩＩＣホームページ『経審アンサーのご案内』の「経審アンサー操作説明書」をご参照く
ださい。 
（http://www.ciic.or.jp/kyoka/answer.html） 

 

Ｑ２－８：連結決算なのですが、入力画面［3/3］「・経営状況」の「貸借対照表」、「損益計算書」は 

どのように入力すればよいのですか？ 
 
貸借対照表、損益計算書の入力は連結決算に対応していません。「経営状況分析結果（Y）」に
数値を入力して評点を算出してください。 

 

Ｑ２－９：新規設立時（決算未到来）経審なのですが、どのように入力すればよいのですか？ 
 
新規設立時経審などの特殊な経審には対応していません。 
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Ｑ２－10：評点の計算方法について聞きたいのですが？ 
 
評点の計算方法は国土交通省告示等で定められています。詳しい内容は、申請される審査行
政庁のホームページ、案内パンフレット等でご確認ください。 
なお、経営状況評点（Y）の計算方法は、ＣＩＩＣホームページ『経営状況分析申請について』
の〈経営状況分析における指標について〉をご参照ください。 
（http://www.ciic.or.jp/bunseki/shinsei.html） 

 

【経営事項審査について】 

Ｑ３－１：経審の申請はどこにすればよいのですか？ 
 
大臣許可（2 つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者）の申請は、
主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省の地方整備局長等あての申請書類を、主たる営
業所の所在地を管轄する都道府県の担当課（県によっては土木事務所）に提出します。 
知事許可（1 つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者）の申請は、
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請を行います。 
※経営事項審査の総合評定値を請求する場合は、事前に登録経営状況分析機関に経営状況分
析を申請し、経営状況分析結果通知書を添付して申請する必要があります。 
（ＣＩＩＣは経営状況分析実績Ｎｏ．１の登録経営状況分析機関です。） 

 

Ｑ３－２：完成工事高の計算基準の区分（２年平均、３年平均）および自己資本額の審査対象（基準 

決算、２期平均）はどちらを選択して申請すればよいのですか？ 
 
いずれの項目も申請者が任意に選択できますので、点数が高くなる方を選択するのが一般的
です。 

 

Ｑ３－３：算出した評点と受け取った結果通知書に記載されている評点が違っているのですが？ 
 
『CIIC 経審アンサー』で算出される各評点は、経営事項審査の結果を保証するものではあり
ません。審査行政庁が発行する結果通知書が最終的な経営事項審査の結果となります。 

 

Ｑ３－４：どうすれば評点が上がりますか？ 
 
『CIIC 経審アンサー』は申請内容にしたがって評点を算出するものですのでＣＩＩＣではお
答えできかねますが、申請内容により評点がどのように変化するか事前に確認することがで
きます。 

 

【お問い合わせについて】 

Ｑ４－１：算出した評点を年度毎に管理したいのですが？ 
 
ダウンロードした『CIIC 経審アンサー』のファイル名に年度を入れるよう変更し、以降ファ
イルをコピーして名前を変更することにより、年度毎の管理が可能です。 
また、新たに『CIIC 経審アンサー』をダウンロードして新規で作成する必要がなくなります。
（変更部分の修正のみで済みます。） 
※制度改正等により『CIIC 経審アンサー』のバージョンが変更になっている場合には、新た
にダウンロードして作成していただく必要があります。 
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Ｑ４－２：一度ダウンロードした『CIIC 経審アンサー』は無期限で使用できますか？ 
 
有効期限はありません。 
ただし、制度改正、Excel のバージョンアップ等により、『CIIC 経審アンサー』のバージョン
を変更する場合があります。その際は、『CIIC 経審アンサー』をＣＩＩＣホームページより再
度ダウンロードしてください。 
※『CIIC 経審アンサー』のバージョン変更はＣＩＩＣホームページでお知らせします。 

 

Ｑ４－３：システムメンテナンス時は利用できないのですか？ 

また、システムメンテナンスの日時等は決まっているのですか？ 
 
『CIIC 経審アンサー』をダウンロードしておけば、いつでもご利用できます。 
システムメンテナンス時はダウンロードできませんので、恐れ入りますがメンテナンスが終
了するまでお待ちください。 
システムメンテナンスは不定期ですので、事前にＣＩＩＣホームページでお知らせいたしま
す。 

 

Ｑ４－４：経審の制度について教えてほしいのですが？ 
 
経営事項審査制度は、建設業法に基づいた制度ですので、国土交通省（本省または地方整備
局等）のホームページでご確認ください。 

 

Ｑ４－５：『CIIC 経審アンサー』に関する問い合わせはどこにすればよいのですか？ 
 
お問い合わせは、03-5565-6236 までお願いいたします。 
（お問い合わせ時間 平日 9:00 から 17:00） 

 
 


